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令和８年度福岡県男性等ＤＶ相談業務委託契約に係る企画提案公募実施要領 

  

１ 事業の目的 

ＤＶ被害の軽減や早期発見を図るため、男性及び性的少数者のＤＶ被害者の相談窓

口を設置する。 

  

２ 事業の内容 

  別紙「令和８年度福岡県男性等ＤＶ相談業務委託 仕様書」のとおり 

  

３ 事業実施期間 

  令和８年４月１日（契約締結の日）から令和９年３月３１日まで 

 

４ 予算規模 

  ２，２１７千円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

  ※  本事業は、令和８年度福岡県当初予算の成立を前提としており、新年度予算の

成立状況によっては、事業を中止、又は事業内容を変更して実施する場合があり

ます。 

 

５ 参加資格 

  次の要件をすべて満たす者であること 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入

札の参加者の資格）に規定する者に該当しないこと 

（２） 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２

２日１３管達第６６号総務部長依命通達）に基づく指名停止期間中でない者 

（３） 福岡県暴力団排除条例（平成２１年福岡県条例第５９号）に定める暴力団員 

又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと 

 

６ 企画提案公募スケジュール 

（１） 公募説明会 

公募説明会は行わないものとします。 

（２） 企画提案公募に関する質問 

  ・ 受付期間 令和８年１月２８日（水曜日）から令和８年２月４日（水曜日） 

  ・ 提出方法 「質問書」に必要事項を記入の上、ＦＡＸ又はメールで提出 

         ＦＡＸ番号：０９２－５７４－０２６９ 

         メールアドレス：joseisoudan@pref.fukuoka.lg.jp  

  ・ 回答方法 質問及び回答事項を取りまとめ次第、令和８年２月６日（金曜日）

を目処に福岡県ホームページで公開します。 

URL:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/bid-info/jyoseisoudan.html 

（３） 企画提案書類の提出 

  ・ 提出期限 令和８年２月１０日（火曜日）１７時必着  

  ・ 提出方法 郵送又は持参 

  ・ 提 出 先 福岡県人づくり・県民生活部女性相談支援センター 



2 

 

         〒８１６－０８０４ 春日市原町３丁目１－７ 

（クローバープラザ西棟３階） 

（４） 委託先候補者の決定 

    企画提案書類の内容を総合的に審査し、令和８年２月２０日（金曜日）までに 

委託先候補者を決定します。結果については文書で通知します。 

（５） 委託契約締結 

    委託先候補者の決定後は、「９ 契約について」に記載のとおり契約締結の手続

を行います。 

 

７  企画提案公募実施手続 

（１） 企画提案書類の内容 

    別紙「令和８年度福岡県男性等ＤＶ相談業務委託 仕様書」を踏まえて記載し

てください。    

（２） 企画提案書類の様式及び提出部数 

  ① 提出書類 

ア 企画提案公募応募申込書（様式１） 

   イ 企画提案書（任意様式、Ａ４版、片面印刷） 

    ※ 企画提案書（様式例）に記載する項目、内容に沿って作成すること 

   ウ 団体等概要調書（様式２） 

    ※ 団体等の定款・寄附行為等の写し、役員名簿を添付すること 

   エ 経費の内訳がわかる資料（任意様式、Ａ４版、片面印刷） 

    ※ 委託業務全体の費用について、「令和８年度福岡県男性等ＤＶ相談業務委

託 仕様書」４（１）～（４）の項目ごとに分け、その内訳はできるだけ詳細

に記載してください。 

     消費税及び地方消費税の額を明示してください。 

  ② 提出部数 

    企画提案応募申込書は１部、その他は各５部 

（３） 応募の無効 

    「５ 参加資格」の要件を満たさない者、提出書類に虚偽の記載をした者の提

出した企画提案書は無効とします。 

（４） その他 

① 企画提案は、一者につき１提案までとします。 

② 提出された企画提案書類は、委託先の選定のみに使用します。 

③ 企画提案書類の作成に要した費用、その他応募に要した経費については、応募

者の負担とします。 

④ 提出された企画提案書類は返却しません。 

⑤ 企画提案書類の提出後に応募を辞退する場合は、書面にて辞退届を提出してく

ださい（任意様式）。 

 

８ 委託先候補者の選定 

（１） 選定方法 

    令和８年度福岡県男性等ＤＶ相談業務委託事業者選定委員会において企画提
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案書類の内容を総合的に審査し、最も優秀な提案を行った一者を選定します（プ

レゼンテーションは行いません。）。 

また、担当部署において、企画提案書類の内容確認が必要と判断した場合、電

話等で聞き取りを行う場合があります。 

    なお、応募者が一者のみであった場合は、同選定委員会において提案内容を審

査の上、適否を決定します。 

（２） 審査項目 

① 本業務の目的と期待される効果を十分に踏まえた上で提案しているか 

② 電話や面談等による相談業務の実施方法等を適切に提案しているか 

③ 同行支援業務の実施方法等を適切に提案しているか 

④ 安全確保に係る連絡・調整業務の実施方法等を適切に提案しているか 

⑤ 行政やその他の支援機関との連携・協力した対応が期待できるか 

⑥ 業務の遂行に必要な相談員等の人員確保や、資質向上の取組は十分か 

⑦ 個人情報保護、人権・権利擁護、法令順守について十分配慮されているか 

⑧ 支援対象者に対する支援の実績、ノウハウは十分か 

⑨ 団体の強み、特徴等業務を行う上で有利と思われる事項があるか 

（３） 選定結果の通知 

審査の内容は非公開とし、選定結果のみ応募者に対して文書で通知します。 

 

９ 契約について 

（１） 委託先候補者と具体的な委託業務内容を協議し、最終的な仕様書等を確定させ

た上で、見積書を徴収し、予定価格の範囲内であることを確認し契約を締結しま

す。 

（２） 委託業務内容は、委託先候補者が提出した企画提案書を基本としますが、契約

協議の過程で内容の修正を求めることがあります。 

（３） 委託先候補者との契約が不成立に終わった場合、次順位の者を委託先候補者と

して契約協議を行います。 

（４） 契約にあたっては、福岡県財務規則第１６９条の規定により、契約金額の１０

０分の１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を県に納付又は提供しなけ

ればなりません。なお、この契約保証金又は担保は、契約が支障なく履行された

ときは、還付いたします。 

また、福岡県財務規則第１７０条各号の規定に該当する場合は、契約保証金又

はこれに代わる担保の全部若しくは一部を免除することができます。 

（５） 福岡県暴力団排除条例の施行に伴い、契約にあたっては、「誓約書」を提出し

ていただきます。また、契約締結後に受託者が暴力団関係者に該当すると判明し

た時は、当該契約を直ちに解除するとともに違約金を徴収します。 

 

10 問い合わせ先 

福岡県人づくり・県民生活部女性相談支援センター 相談支援課（担当：野田） 

〒８１６－０８０４ 春日市原町３丁目１－７ クローバープラザ西棟３階 

ＴＥＬ：０９２－５７４－０２６７  ＦＡＸ：０９２－５７４－０２６９ 

メールアドレス：joseisoudan@pref.fukuoka.lg.jp  


